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は経験期間 3年
未満の労働者が

占めています !

令1日 6年 ―盤験期,謝別―死亡者数(7月 末)

死亡災害の多くIよ 珊場内で日頃定常的に行われている作業において発生して

おります。事前(に対策を請してお朗効 ぐことが蝉 害も多くみられま現

また、被災者の経験期F日明Uで1よ 3年未満が4割超を占め、作業Iコ隠れてきた

頃に被災する傾向がみられるため、作業の経験が十分でない労働者に対して1よ

イー
l醒 守や効果的な安全衛生教育が必要とされます。

労働焚害を防止するに1よ 企業の経営のトップが職場の安全衛生に関して強く

関与し、欺 関係者が―休となつて労働災害防止活動を徹底していくことが重

妥 cす。

更なる死亡者を出すことがないよう、令和6年 8月 27日から令和7年 1月

31日を期間とする『民庫死亡労働災害根絶運動」を県下全域に展開することと

し、働く人の誰もが身跡して健康に働くことが出来る職場の郵獄こ向ιすて取り組

むこととします。

労働災害のない職場づくりに向けた要請

颯(内 における労働災背による死亡
=敷

は 関係各位のごК力により、略滅を搬り速

しながらもよ期的にはお実に減少しており、11年 は、お去盈少の25人 となりました,

しかしながら 本年は L半 朗に死亡災宙が多売し 7,1木 IIの 時′kに おいて 令

,F票 における死亡奮散は、前年開期の 10人を大‖に

':阿

る 19人 (101再 ,00常 靖)

となり、近
`rに

ない傾向で,E生 しております。

付にこれまで

"凸
災常防止活動に機構的に取り‖!んできた雲遺巣、建設桑などでも

前年を LI可 るベースで
'付

加Iし ており、経,κ
,屈川情勢が撤やかにLJ複するなか,大 手

不足が出i■ 化し、企葉の安全節■付I甲 体日の「ほころび」が懸念きれます。
また、死世災告め多くは、白蝸内でHЩ定常的に行われている作業において)E4;し

ており、事前に対策とおじておけばVJぐこと力

“

II来 た事例も多くみられます。

さらに、縦災者の経験朗l町別では、3年米構が4用題を古め、作業に慣子lて きたtrl

に散災するOA向がみられるため、

「

業の経験が1分 でない

"伽
■に対して 件素子懸

の連守や効米的な安全綺生教青が必夏です。

安心 して慟くことができる朧Hづ くりは、人材をH保・養成 し、命桑lF,動 を滞性化

する Lでも、大きなメリットをもたらします。

'“来吾の営機におかれましては、 1:記 の労働 l災密 J備加の平子駅と,,せ こうした点も

考はいただき、ともが安心 して催凛に働くことができる社会を共現するために、磯料

の安全断′と活動を今一度構点検 していただくよう貿ヨ甫いた します。

その にで、労使の脅隷をはじめ l'u係 者が ‐体となって以 ドの取mを徹Ⅲゝし 労働

災符VJ止に努めていただきますよう 併せて要講いた します。

′入われたnが戻ることはありません。

1 ,と常トップによう安全節上方針の表中1枚 I卜

“

常 トップのひ加のドには騒の安
全バトロールを|え hするなど、磯増内における安全衛生濫働のは点検を実施する

2 作桑主任奮、磯長9は 件粛中の労働士をltr催侑
`い

又は監脅する4と してⅢh要

な立′Bに あることを山比し、と正な作案方法のl共 産,労 働災とを防止するための

喩務をは貨にD行すること

3 作葉手顧の連守並びにドj教 育を合めた悩々の労働者の状況に即した効米nな
安フト`衛生枚青を共施すること
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主‖目者 兵庫労働局・管下



「兵庫死亡労働災害根絶運動」実施要綱

― 死亡労働災害の根絶に向けた取組 ―

令不日6年 8月 27日

1趣 旨

兵庫労働局では、労働災害の減少に向けて、兵庫第 14次労働災害防止推進 5か年計画 (令和

5年度から令和 9年度)に基づき、労働災害防止に取り組んでいるところです。

死亡災害については、増減を繰り返しながらも長期的には着実に減少し、令和 5年に過去最

.少の25人 となりました。

: しかしながら、本年は、上半期に死亡災害が多発し、 7月 末時,点で、全産業における死亡者

数は、前年同期の 10人を大幅に上回る19人 (1.9倍 。90%増)と なつています。特にこれまで

労働災害防止活動に積極的に取り組んできた製造業、建設業などでも、前年を上回るペースで

増加しており、経済・雇用情勢が緩や力斗こ回復するなかで、人手不足の顕在化とともに、企業

の安全衛生管理体制の「ほころび」により、下半期においても死亡労働災害の増加が懸念され

るところです。

死亡災害の多くは、職場内で日頃定常的に行われている作業において発生しており、事前に

姑策を講じておけば防ぐことが出来た災害も多くみられます。また、被災者の経験期間別では、

3年未満が4割超を占め、作業IPl貫れてきた頃に被災する傾向がみられるため、作業の経験が

十分でない労働者に対しては、作業手順の遵守や効果的な安全衛生教育が必要とされます。

労働災害を防止するには、企業の経営のトップが職場の安全衛生に関して強く関与し、労使、

関係者が一体となって労働災害防止活動を徹底していくことが重要であることを踏まえて、令

和 6年 8月 27日 から令和 7年 1月 31日 を期間とする「兵庫死亡労働災害根絶運動」を県下全

域に展開することとし、働く人の誰もが安心して健康に働くことが出来る職場の実現に向けて

取り組むこととします。

2

3

実施期間  令和 6年 8月 27日 鉄 )～ 令和 7年 1月 31日 (金)

主唱者   兵庫労働局、管下労働基準監督署

4主唱者の実施事項

(1)労働局長による「労働災害のない職腸づくりに向けた要請」の発出 (局 )

(2)労働災害防止団体、経営者団体、関係団体等に対する「兵庫死亡労働災害根絶運動実施要綱」

の周知 (局、署)

(3)労働局長による安全パ トロールの実施 (局 )

(4)建設業労働災害防止協会兵庫県支都並びに各分会との合同パ トロールの実施 (局、署)

(5)監督指導及び個別指導の集中的実施 (署)

(6)広報の実施 (局、署)

(7)事業場の実施事項に係る指導及び支援 (局、署)

5労働災害防止団体、関係団体等の実施事項

(1)会員事業者へ「労働災害のない職湯づくりに向けた要請」の周知及び「兵庫死亡労働災害根

絶運動実施要綱」の周知

(2)事業場の実施事項に対する支援及び協力



(3)会員事業場に対する安全衛生活動の指導及び支援

(4)安全パ トロール等の実施及び支援

6鞘 の実
―

(1)業種横断的に実施する事項

ア 経営 トップによる安全衛生の方針表明及び安全衛生意識の高揚

イ 安全パ トロールによる職場の総サ1敵の実施

ウ リスクアセスメントの実施と残留リスクの管理
工 作業羽慣書の作成及び作業手順の見直しの実施

オ 細験年数に応じた安全衛生教育の実施及び作業手ll贋の遵守状況の確認

力 法定の就業制限業務に係る有資格者の適正な配置

fキ 設備点検、清掃時等における安全確認の徹底
;ク 交通労働災害防止対策の取組

ケ 車両から離脱する時の逸走防止措置の確実な実施
コ フォークリフト作業に係る労働災害防止対策の実施

サ 作業の状況に応じた誘導員の適正な配置

シ 転倒災害防止姑策 (ハー ド面、ノフト面)の取組
ス 高年齢労働者、外国人労働者等に封する労働災害防止紺策の取組

セ 4S活動 (整理、整頓、清掃、清潔)、 KY硫 [父予知)活動、ヒヤリ

日常的な安全衛生活動の充実

ノ 安全の日の設定、その他安全衛生意識高揚のための活動の実施

夕 暑熱時期の熱中症予防対策の徹底

・ハット報告等の

(2)業種の特性に応じた労働災害防止姑策に係る実施事項

ア 製鼈業における実施廓項

(ア)機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施

(イ)機械の修理、点検等、非定常作業時における機械の運転停止の確実な実施

(ウ)「墜落・申郵駒 と「はさまれ 。巻き込まれ」による災害防止のための点検・対策の実施

(工lク レーン作業における事前計画の策定及び有資格者の適正な配置

(オ)職浜に対する教育の実施 (能力向上教育の受講を含む。)並びに確実な職務の励行

イ 建設業における実施事項

(ア)足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用

(イ)フルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用

(夕)車両系建設機械等を用いた作業における作業計画の作成

(工)「墜落 。転油 と「はさまれ・巻き込まれ」による災害防止のための点検・対策の実施

(オ)職長、安全衛生責任者等に対する      の実施及び職務の確実な励イ子

(か 作業主任者の選任及び職務の確実な励行

(キ)元方事業者による統括安全衛生管理の実施並びに関係請負人に対する指導の実施

(ク)建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保

(ケ)輻挨工事における適正な施工計画、作業計画の作成


